
福島県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画 
平成 ８年１２月策定 

平成２１年 ８月最終改定 

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針 

 (1) 本県の水産業は、県民に新鮮な水産物を安定的に提供するとともに、漁場環境の

保全や地域振興など多面的機能の発揮を通して県勢の発展に大きく貢献している。

今後とも水産業の発展を図っていくためには、海洋生物資源を適切に管理し、合理

的に利用していくことが必要である。 

 (2) 本県海域は、寒暖両流が交錯していることから多種類の海洋生物資源が生息し、

我が国有数の漁場を形成している。 

      しかしながら、本県海域における海洋生物資源の状況は、低水準、減少傾向にあ

るものが多くなってきている。 

   今後とも、このような状況が継続すれば県民のニーズへの的確な対応が出来なく

なるばかりでなく、沿岸地域の経済の発展への重大な支障となるおそれがある。 

   このようなことから、県としては、従来から漁業の管理、資源管理型漁業の推進

等種々の保存管理措置を講じてきたところであり、この結果、多くの海洋生物資源

の保存管理が図られるようになってきているが、更に海洋生物資源の適切な保存及

び管理を図るため、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画により定められ

た福島県への第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量及び第２種特定海洋生物資

源ごとの漁獲努力可能量について、適切な管理措置を講じることとする。 

 (3) 第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量及び第２種特定海洋生物資源ごとの漁

獲努力可能量を適切に管理し、必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量の公表等

実効担保措置を講じるため、他県入会漁業を含め特定海洋生物資源の漁獲実績の的

確な把握に努めることとする。 

 (4) 第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量及び第２種特定海洋生物資源ごとの漁

獲努力可能量について本県に定められた数量に係る管理を適切に行っていくために

は、特定海洋生物資源の分布、回遊状況、資源の状況、特定海洋生物資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ又は知見が必要であるため、当該デー

タの蓄積又は知見の進展を図るため、水産試験場を中心とし、国又は関係都道府県

との連携の下、調査体制の充実強化を図ることとする。また、資源管理の充実を図

るため、必要に応じて漁業の管理を強化することとする。 

 (5) 特定海洋生物資源以外の海洋生物資源については、引き続き従来から実施してき

た資源管理型漁業を推進することとする。 

 (6) 海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、協定制度の活用等により引き続

き漁業者等による自主的な資源管理を推進することとする。 

 (7) 本県における第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量及び第２種特定海洋生物

資源ごとの漁獲努力可能量については、他県入会漁業の漁獲実績に妥当な配慮を払

うこととする。 

 

 



２ 第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について本県に定められた数量に関する

事項 

  第１種特定海洋生物資源の管理の対象となる期間及び知事管理量は、以下のとおり

である。 

 (1)まいわし 

  １～１２月 若干 

   

３ 第１種特定海洋生物資源知事管理量に関し実施すべき施策に関する事項 

 (1)まいわし  

   小型定置漁業、小型機船底びき網漁業等については、現状以上に漁獲努力量を増加

させることがないようにするとともに、採捕の数量が前年の採捕実績程度となるよう

に、努めることとする。 

  

４ 第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力可能量について本県に定められた量に関す

る事項 

  第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力可能量のうち本県に定められた量並びに対

象となる採捕の種類に係る海域及び期間は、次表のとおりである。 

 

第２種特定海

洋生物資源 

 

採捕の種類 

 

 

海  域 

 

 

期  間 

 

 

漁獲努力量 

  （隻日） 

 

やなぎむしが

れい 

 

 

 

 

小型機船底びき

網漁業（うちその

他の小型機船底

びき網漁業） 

 

 

福島県の地先

水面から茨城

県の地先水面

まで 

 

 

４月１日から６月３

０日まで 

 

 

 

 

 

  １，７７６ 

 

 

 
５ 第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力可能量について採捕の種類別に定める量に

関する事項 

    第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量並びに対象となる採捕の種類に係る海域

及び期間は、次表のとおりである。 

 

第２種特定海

洋生物資源 

 

採捕の種類 

 

 

海  域 

 

 

期  間 

 

 

漁獲努力量 

 （隻日） 

 

やなぎむしが

れい 

 

 

 

 

小型機船底びき

網漁業のうち地

方名称板びき網

漁業 

 

 

福島県の地先

水面から茨城

県の地先水面

まで 

 

 

４月１日から６月３

０日まで 

 

 

 

 

 

  １，７７６ 

 

 

 
 



６ 第２種特定海洋生物資源知事管理漁獲努力量に関し実施すべき施策に関する事項 

 (1)  やなぎむしがれい 

      太平洋北部沖合性かれい類の資源回復を図るため、国が作成した「太平洋北部沖

合性かれい類資源回復計画」の着実な実施を推進することとする。 

      また、知事管理努力量に係る知事への漁獲努力量等の迅速な報告体制の整備を進

め ることとする。 

 

７ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項 

 (1) 海洋生物資源の保存及び管理を更に推進するため、より詳細かつ正確に資源の状

況を把握する必要があることから、調査体制を整備拡大し、漁獲情報を的確に把握

するとともに、海洋生物資源に関する調査、研究の充実強化を進めることとする。 

 (2) ヒラメに代表される漁業者の自主規制による資源管理については、継続するとと

もに、他魚種へ拡大することとする。 

 


